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11 2013（平成25年）

　マイナンバー制度では、平成27年10月に個人番号と住所・氏名・
生年月日・性別が記載された紙製の「通知カード」が郵送で送られ、
28年１月から申請によりICチップを埋め込んだ顔写真付きの「個
人番号カード」が市区町村で交付されます。通知カード単体では
本人確認はできず、制度の利用には運転免許証等が必要です。

個人番号カードと通知カード

11月の税務と労務11月（霜月）NOVEMBER
 3日・文化の日
 4日・振替休日
 23日・勤労感謝の日
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国　税／ 10月分源泉所得税の納付
 11月11日

国　税／ 所得税予定納税額の減額承
認申請 11月15日

国　税／ 所得税予定納税額第2期分
の納付 12月2日

国　税／ 9月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等） 12月2日

国　税／ 12月、3月、6月決算法人の
消費税等の中間申告 
 （年3回の場合） 12月2日

国　税／ 3月決算法人の中間申告
 12月2日

国　税／ 個人事業者の消費税等の中
間申告
 （年3回の場合） 12月2日

地方税／ 個人事業税第2期分の納付
 都道府県の条例で定める日

※税を考える週間　11月11日～11月17日

も み じ
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平
成
二
十
五
年
九
月
一
日
以
降
、

中
小
事
業
主
等
が
新
た
に
労
災
保
険

に
特
別
加
入
す
る
際
の
特
別
加
入
者

の
保
険
料
算
定
の
基
礎
と
な
る
上
限

額
（
二
万
円
）
に
、
二
万
二
千
円
、

二
万
四
千
円
及
び
二
万
五
千
円
が
追

加
さ
れ
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
す
で
に
特
別
加
入
し
て

い
る
中
小
事
業
主
等
に
つ
い
て
は
、

上
限
額
は
二
万
円
で
今
年
度
中
は
金

額
の
変
更
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
特
別
加
入
制
度

　

労
災
保
険
は
、
事
業
主
に
使
用
さ

れ
、
そ
の
労
働
の
対
償
と
し
て
賃
金

を
支
払
わ
れ
て
い
る
労
働
者
が
、
仕

事
中
（
業
務
上
）
や
通
勤
途
上
で
災

害
を
被
っ
た
と
き
の
補
償
を
目
的
に

創
設
さ
れ
た
制
度
で
す
の
で
、
労
働

者
に
該
当
し
な
い
事
業
主
、
自
営
業

者
、
家
族
従
事
者
な
ど
は
、
労
災
保

険
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

勤
務
実
態
や
災
害
の
発
生
状
況
な
ど

か
ら
労
働
者
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な

い
形
態
で
働
い
て
い
る
事
業
主
等
も

い
る
こ
と
か
ら
、
中
小
事
業
主
等
を

対
象
に
労
災
保
険
の
制
度
自
体
の
目

的
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
労
災
保
険

へ
の
任
意
加
入
を
認
め
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
特
別
加
入
制
度
で
す
。

　

な
お
、
二
以
上
の
事
業
を
行
っ
て

い
る
中
小
事
業
主
が
、
す
べ
て
の
事

業
に
つ
き
特
別
加
入
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
ご
と
に

特
別
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
特
別
加
入
の
要
件

　

中
小
事
業
主
等
が
労
災
保
険
に
特

別
加
入
す
る
に
は
以
下
の
す
べ
て
に

該
当
し
て
い
る
こ
と
が
要
件
で
す
。

①　

労
災
保
険
の
保
険
関
係
が
成
立

し
て
い
る
こ
と
。

②　

労
働
保
険
事
務
組
合
に
労
働
保

険
事
務
の
処
理
を
委
託
し
て
い
る

こ
と
。

③　

原
則
と
し
て
、
中
小
事
業
主
等

が
行
う
事
業
に
従
事
す
る
労
働
者

以
外
の
全
員
を
包
括
し
て
特
別
加

入
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
病
気
療

養
中
ま
た
は
高
齢
の
た
め
実
際
に

就
業
し
て
い
な
い
等
就
業
の
実
態

が
な
い
事
業
主
に
つ
い
て
は
、
本

人
を
除
き
役
員
等
の
み
を
特
別
加

入
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

申
請
手
続
き
は
、
中
小
事
業
主
等

が
自
ら
行
う
も
の
で
は
な
く
、
労
働

保
険
事
務
組
合
が
代
行
し
ま
す
。

　
特
別
加
入
者
の
範
囲

　

特
別
加
入
で
き
る
の
は
、常
時（
継

続
し
て
労
働
者
を
使
用
し
て
い
な
い

場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
年
間
に
一
〇
〇

日
以
上
労
働
者
を
使
用
し
て
い
る
場

合
を
含
む
）
三
〇
〇
人
（
金
融
業
、

保
険
業
、
不
動
産
業
ま
た
は
小
売
業

に
つ
い
て
は
五
〇
人
、
卸
売
業
ま
た

は
サ
ー
ビ
ス
業
に
つ
い
て
は
一
〇
〇

人
）
以
下
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事

業
主
と
そ
の
事
業
に
従
事
す
る
労
働

者
以
外
の
人
で
す
。
な
お
、
粉
じ
ん

作
業
等
一
定
の
業
務
に
一
定
期
間
従

事
し
て
い
た
人
に
は
、
健
康
診
断
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
他
、
海
外
派
遣
者
、
一
人
親

方
等
適
用
が
除
外
さ
れ
て
い
る
人
も

特
別
加
入
で
き
ま
す
。

　
補
償
の
範
囲

　

仕
事
中
の
災
害
と
し
て
保
険
給
付

の
対
象
と
な
る
病
気
は
、
特
別
加
入

者
と
し
て
の
業
務
遂
行
過
程
に
お
い

て
、
そ
の
業
務
に
起
因
し
て
発
症
し

た
こ
と
が
明
ら
か
な
病
気
に
限
ら
れ

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
特
別
加
入
前

に
発
症
し
た
病
気
等
は
保
険
給
付
の

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　
保
険
給
付
の
認
定
基
準

　

保
険
給
付
は
、
仕
事
中
・
通
勤
途

中
に
災
害
を
被
っ
た
場
合
の
う
ち
、

一
定
要
件
を
満
た
し
た
と
き
に
行
わ

れ
ま
す
。
具
体
的
に
は
次
の
①
〜
⑦

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
保

険
給
付
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。

①　

申
請
書
の
「
業
務
の
内
容
」
欄

に
記
載
さ
れ
た
労
働
者
の
所
定
労

働
時
間
（
休
憩
時
間
を
含
む
）
内

に
特
別
加
入
申
請
し
た
事
業
の
た

め
に
す
る
行
為
及
び
こ
れ
に
直
接

附
帯
す
る
行
為
（
生
理
的
行
為
、

合
理
的
行
為
、緊
急
業
務
行
為
等
）

を
行
う
場
合
（
事
業
主
の
立
場
で

労
災
保
険
の
特
別
加
入
制
度

―
中
小
事
業
主
等
が

　
　
　
　任
意
で
加
入
で
き
る
制
度―
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行
わ
れ
る
業
務
を
除
く
）

　
　

中
小
事
業
主
等
の
業
務
の
内
容

は
、労
働
者
と
異
な
り
労
働
協
約
、

就
業
規
則
、
労
働
契
約
な
ど
で
は

特
定
さ
れ
な
い
た
め
、
申
請
書
の

業
務
内
容
の
範
囲
は
具
体
的
に
明

示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

②　

労
働
者
の
時
間
外
・
休
日
労
働

に
応
じ
て
就
業
す
る
場
合

③　

①
ま
た
は
②
に
前
後
し
て
行
わ

れ
る
業
務
（
準
備
・
後
始
末
行
為

を
含
む
）
を
中
小
事
業
主
等
の
み

で
行
う
場
合

④　

①
〜
③
の
就
業
時
間
内
に
お
け

る
事
業
場
施
設
の
利
用
中
及
び
事

業
場
施
設
内
で
行
動
中
の
場
合

⑤　

事
業
の
運
営
に
直
接
必
要
な
業

務（
事
業
主
本
来
の
業
務
を
除
く
）

の
た
め
に
出
張
す
る
場
合

⑥　

通
勤
途
上
に
あ
っ
て
は
次
に
掲

げ
る
場
合
（
認
定
方
法
は
一
般
労

働
者
に
準
じ
ま
す
）

ア　

事
業
主
が
提
供
し
た
労
働
者

の
通
勤
専
用
交
通
機
関
を
利
用

し
て
い
る
場
合

イ　

台
風
、
火
災
等
に
よ
る
予
定

外
の
緊
急
の
出
勤
の
場
合

⑦　

事
業
の
運
営
に
直
接
必
要
な
運

動
競
技
会
そ
の
他
の
行
事
に
つ
い

て
労
働
者
（
業
務
遂
行
性
が
認
め

ら
れ
る
者
）
を
伴
っ
て
出
席
す
る

場
合

　

な
お
、
業
務
起
因
性
の
判
断
は
、

労
働
者
の
場
合
に
準
じ
て
行
わ
れ
ま

す
。

　

特
別
加
入
者
が
労
災
事
故
と
し
て

認
定
さ
れ
る
に
は
、
一
般
労
働
者
と

比
較
し
て
制
限
が
多
い
の
で
、
加
入

を
希
望
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め

認
定
基
準
・
給
付
内
容
を
確
認
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

　
保
険
給
付
の
内
容

　

認
定
基
準
内
の
業
務
に
従
事
し
て

い
る
間
の
事
故
に
つ
い
て
は
、
労
働

者
と
殆
ど
同
じ
範
囲
内
で
必
要
な
保

険
給
付
（
療
養
（
補
償
）
給
付
、
休

業
（
補
償
）
給
付
、
障
害
（
補
償
）

給
付
、
遺
族
（
補
償
）
給
付
、
葬
祭

料
（
葬
祭
給
付
）、
傷
病
（
補
償
）

年
金
、
介
護
（
補
償
）
給
付
）
が
行

わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
事
業
主
等
に

は
ボ
ー
ナ
ス
等
賞
与
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
ボ
ー
ナ
ス
等
を
算
定
の
基
礎

と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
ボ
ー
ナ
ス
特
別

支
給
金
」
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
が
、

特
別
支
給
一
時
金
（
休
業
特
別
支
給

金
、
障
害
特
別
支
給
金
、
遺
族
特
別

支
給
金
、
傷
病
特
別
支
給
金
）
は
支

給
さ
れ
ま
す
。

　

災
害
の
原
因
で
あ
る
事
故
が
事
業

主
の
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ

り
生
じ
た
と
き
な
ど
は
、
保
険
給
付

の
全
部
ま
た
は
一
部
が
支
給
さ
れ
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す（
給
付
制
限
）。

　

ち
な
み
に
、
被
保
険
者
が
五
人
未

満
で
あ
る
適
用
事
業
所
に
所
属
し
、

労
災
保
険
に
特
別
加
入
し
て
い
な
い

法
人
の
代
表
者
等
が
、
一
般
の
労
働

者
と
著
し
く
異
な
ら
な
い
よ
う
な
労

務
に
従
事
し
て
い
る
間
に
ケ
ガ
や
病

気
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
健
康
保
険

か
ら
療
養
（
傷
病
手
当
金
は
除
く
）

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
保
険
料
算
定
基
礎
額

　

保
険
料
算
定
基
礎
額
と
は
、
給
付

基
礎
日
額
を
三
六
五
倍
し
た
も
の
を

い
い
、
特
別
加
入
者
の
一
年
間
の
賃

金
額
（
役
員
が
複
数
い
る
場
合
は
、

そ
れ
ぞ
れ
を
合
計
し
た
額
）
に
相
当

し
ま
す
。

　

中
小
事
業
主
等
に
は
賃
金
と
い
う

概
念
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
特
例
と

し
て
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た

三
千
五
百
円
、
四
千
円
か
ら
一
万
円

ま
で
は
千
円
刻
み
、
一
万
二
千
円
か

ら
二
万
四
千
円
ま
で
は
二
千
円
刻
み
、

そ
し
て
上
限
額
の
二
万
五
千
円
の
範

囲
内
で
本
人
の
報
酬
等
に
見
合
っ
た

金
額（
給
付
基
礎
日
額
）を
申
請
し
、

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
承
認
し

た
額
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

特
別
加
入
す
る
人
の
役
員
報
酬
等
は
、

保
険
料
算
定
の
基
礎
と
な
る
賃
金
と

異
な
る
場
合
が
一
般
的
で
す
。

　

保
険
年
度
の
中
途
で
特
別
加
入
し

た
り
あ
る
い
は
脱
退
（
都
道
府
県
労

働
基
準
局
長
の
承
認
を
得
れ
ば
可
）

な
ど
し
た
場
合
の
保
険
料
算
定
基
礎

額
は
月
を
単
位
に
算
定
で
き
ま
す
。

　
特
別
加
入
者
の
保
険
料

　

中
小
事
業
主
等
の
保
険
料
率
は
、

第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
率
と
し
て
、

そ
の
事
業
に
適
用
さ
れ
る
労
災
保
険

率
と
同
率
で
す
。

　

保
険
料
額
は
「
保
険
料
算
定
基
礎

額
×
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
率
」

か
ら
求
め
、労
働
者
の
保
険
料
額（
賃

金
総
額
×
労
災
保
険
率
）
と
一
括
し
て

通
常
ど
お
り
年
度
更
新
時
に
申
告
・

納
付
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

作
業
内
容
等
に
変
更
が
あ
っ
た
り
、

新
た
に
事
業
に
従
事
す
る
人
が
特
別

加
入
す
る
場
合
等
は
、
変
更
届
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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　平成25年８月（１日）から平成26年７
月（31日）までの間に用いられる労災保険
の年齢階層別にかかる給付基礎日額の最
低・最高限度額が告示されました（右表を
参照してください）。 
　改定の対象となるのは、療養開始日から
１年６カ月経過日以後に支給される休業

（補償）給付の休業給付基礎日額と年金た
る保険給付の額の算定の基礎となる年金給
付基礎日額です。
　この計算の基礎となる年齢は、休業（補
償）給付の場合は、支給すべき事由が発生
した日の属する四半期の初日、年金給付の
場合は、対象労働者の８月１日における年
齢（遺族（補償）年金の場合は、死亡した労
働者が生存していると仮定して決定）です。
　年齢階層別の最高限度額は右表のとおり
50歳以上55歳未満がピークで、その後は低

下します。たとえば、50歳で被災した人の
給付基礎日額が限度額の25,371円とした
場合、60歳〜 64歳までの間は19,163円
となり約25％弱減、70歳以後は13,037
円となりほぼ半額となります。

　失業手当を受けるには、前回の失業認定
日から今回の失業認定日の前日までの期間
中に、原則として二回以上下記のいずれか
に該当する求職活動の実績が必要となりま
す。したがって、単なるハローワーク・新
聞・インターネット・就職情報誌等での求
人情報の閲覧、知人への紹介依頼だけでは
求職活動をしたとはみなされません。
　ハローワークは、本人が申告した実績に
ついて、事実確認のため利用した機関等に
問い合わせ等することがあります。
①　求人への応募
②　ハローワーク、許可・届出のある労働

者派遣機関等民間職業紹介機関、（独）
高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方
自治体、求人情報提供会社、新聞社等公
的機関等が実施する各種講習、職業相談・
紹介等を受けたこと

③　再就職に資する各種国家試験、検定等
の資格試験を受験したこと

　

老
齢
年
金
は
被
保
険
者
期
間
が
原

則
と
し
て
二
五
年
以
上
あ
る
人
に
支

給
さ
れ
ま
す
が
、
短
期
在
留
外
国
人

の
よ
う
に
在
職
中
保
険
料
を
支
払
っ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
要
件
を

満
た
せ
ず
帰
国
す
る
場
合
、
給
付
に

結
び
つ
か
な
い
人
が
多
い
こ
と
か
ら
、

被
保
険
者
期
間
が
六
カ
月
以
上
あ

り
、
資
格
喪
失
後
に
日
本
を
出
国
し

た
場
合
は
、
日
本
に
住
所
を
有
し
な

く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
請
求

す
れ
ば
、
脱
退
一
時
金
を
支
給
す
る

特
例
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
障
害
年
金
を
受
け
た
こ
と
が
な

い
こ
と
等
が
要
件
と
な
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
に
も
脱
退
一
時
金
制
度

が
あ
り
、
支
給
要
件
は
厚
生
年
金
保

険
と
殆
ど
同
じ
で
、
支
給
額
は
、
厚

生
年
金
保
険
は
平
均
標
準
報
酬
額
に

支
給
率
を
掛
け
た
額
、
国
民
年
金
は

被
保
険
者
期
間
に
応
じ
て
定
額
で
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
日
本
年
金
機
構
の
Ｈ
Ｐ

を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

給付基礎日額の最低・最高
限度額が変更

求職活動の範囲
脱
退
一
時
金

給付基礎日額の最低・最高限度額
年齢階層の区分 最低限度額 最高限度額

20 歳未満 4,307 円 13,037 円

20 歳以上 25 歳未満 5,023 円 13,037 円

25 歳以上 30 歳未満 5,610 円 13,444 円

30 歳以上 35 歳未満 6,103 円 16,278 円

35 歳以上 40 歳未満 6,523 円 18,830 円

40 歳以上 45 歳未満 6,600 円 21,780 円

45 歳以上 50 歳未満 6,707 円 24,527 円

50 歳以上 55 歳未満 6,374 円 25,371 円

55 歳以上 60 歳未満 5,921 円 24,109 円

60 歳以上 65 歳未満 4,722 円 19,163 円

65 歳以上 70 歳未満 3,930 円 14,998 円

70 歳以上 3,930 円 13,037 円


